
会社法の改正に伴う会社更生法施行令及び会社法施行規則等の改正の概要  
 

第１ 改正の趣旨 

 

会社法の一部を改正する法律（平成２６年法律第９０号。以下「改正法」

という。）及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等

に関する法律（平成２６年法律第９１号。以下「整備法」という。）の施行

に伴い，また，企業結合に関する会計基準の改正等を踏まえ，会社更生法施

行令（平成１５年政令第１２１号）並びに会社法施行規則（平成１８年法務

省令第１２号），会社計算規則（平成１８年法務省令第１３号），電子公告

規則（平成１８年法務省令第１４号）及び一般社団法人及び一般財団法人に

関する法律施行規則（平成１９年法務省令第２８号。以下「一般法人法施行

規則」という。）の一部を改正するものである。  
なお，以下において引用する法令の条数は，改正法若しくは整備法又は本

改正案による改正後の条数である。  
 

第２ 改正の概要 

 

１ 会社更生法施行令関係 

①更生計画に基づく監査等委員である取締役の就任による変更の登記の嘱

託書又は申請書に添付すべき書面につき定めるとともに（会社更生法施行令

第４条），②更生計画の定めにより募集株式又は新株予約権の発行をした場

合について，商業登記法（昭和３８年法律第１２５号）第５６条第５号又は

第６５条第３号に掲げる書面の添付を不要とするものである（同令第７条，

第８条）。 

 

２ 会社法施行規則関係 

(1) 監査等委員会設置会社に係る規定の整備 

改正法により新たに設けられる監査等委員会設置会社制度（会社法（平

成１７年法律第８６号）第３９９条の２以下）に関して，監査等委員会の

議事録（会社法施行規則第１１０条の３）及び業務の適正を確保するため

の体制（同規則第１１０条の４）に関する規定を設けるほか，所要の規定

の整備を行うものである（同規則第１６条，第１８条，第１９条，第２０

条等）。  
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(2) 株主総会参考書類及び創立総会参考書類に係る規律の改正 

①社外取締役を置いていない一定の株式会社等が，取締役の選任議案を

株主総会に提出する場合に，社外取締役となる見込みである者を候補者と

する取締役の選任議案を当該株主総会に提出しないときは，株主総会参考

書類に，社外取締役を置くことが相当でない理由を記載しなければならな

いこととする（会社法施行規則第７４条の２）とともに，②改正法による

社外取締役の要件（会社法第２条第１５号）の改正に伴い，社外取締役候

補者に関する株主総会参考書類の記載事項を見直す（同規則第７４条第４

項第６号）など，株主総会参考書類に係る規律について所要の改正を行う

ものである（同規則第７４条，第７４条の３，第７５条，第７６条等）。

併せて，創立総会参考書類に係る規律についても所要の改正を行うもので

ある（同規則第１０条）。  

(3) 事業報告及びその附属明細書に係る規律の改正 

①事業年度の末日において社外取締役を置いていない一定の株式会社

は，社外取締役を置くことが相当でない理由を当該事業年度に係る事業報

告の内容としなければならないこととする（会社法施行規則第１２４条第

２項）とともに，②いわゆる内部統制システムの運用状況の概要（同規則

第１１８条第２号）や，当該株式会社とその親会社等との間の一定の利益

相反取引が当該株式会社の利益を害さないかどうかについての取締役の判

断及びその理由等（同条第５号）を事業報告の内容に追加するなど，事業

報告及びその附属明細書に係る規律について所要の改正を行うものである

（同規則第１２１条，第１２３条，第１２４条，第１２６条等）。  

(4) 子会社等及び親会社等に係る規定の新設 

改正法により新たに設けられる定義語である「子会社等」（会社法第２

条第３号の２）及び「親会社等」（同条第４号の２）について，法務省令

に委任された内容を定める規定（会社法施行規則第３条の２）を新設する

ものである。  

(5) 支配株主の異動を伴う募集株式の発行等に係る規定の整備 

改正法により新たに設けられる，公開会社における支配株主の異動を伴

う募集株式の発行等に係る規律（会社法第２０６条の２，第２４４条の

２）に関して，株主に対して通知すべき事項（会社法施行規則第４２条の

２，第５５条の２）及び株主に対する通知を要しない場合（同規則第４２

条の３，第５５条の４）を定める規定を設けるほか，所要の規定の整備を

行うものである（同規則第４２条の４，第５５条の３等）。  

2 
 



(6) 出資の履行の仮装に係る規定の新設 

改正法により新たに設けられる出資の履行の仮装に係る規律（会社法第

５２条の２，第１０３条第２項等）に関して，当該仮装に関して責任を取

るべき発起人等を定める規定（会社法施行規則第７条の２，第１８条の

２，第４６条の２，第６２条の２）を新設するものである。  

(7) 多重代表訴訟等に係る規定の整備 

改正法により新たに設けられる旧株主による責任追及等の訴え（会社法

第８４７条の２）及び最終完全親会社等の株主による特定責任追及の訴え

（いわゆる多重代表訴訟。同法第８４７条の３）等に関して，提起請求の

方法（会社法施行規則第２１８条の２，第２１８条の５）及び不提訴理由

の通知方法（同規則第２１８条の４，第２１８条の７）を定める規定を設

けるほか，所要の規定の整備を行うものである（同規則第１１３条，第２

１８条，第２１８条の３，第２１８条の６等）。  
(8) 内部統制システムの整備に係る規定の改正 

いわゆる内部統制システムの整備に係る規定に関して，①改正法により

「当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保する

ために必要な」体制の整備が会社法に規定されることとなること（会社法

第３４８条第３項第４号，第３６２条第４項第６号等）に伴う見直し（会

社法施行規則第９８条第１項，第１００条第１項等）を行うとともに，②

監査を支える体制や監査役による使用人からの情報収集に関する体制に係

る規定の充実・具体化等を図るための改正（同規則第９８条第４項，第１

００条第３項等）を行うものである。  

(9) 特別支配株主の株式等売渡請求に係る規定の整備 

改正法により新たに設けられる特別支配株主の株式等売渡請求制度（会

社法第１７９条以下）に関して，株式等売渡請求に際して特別支配株主が

定めるべき事項（会社法施行規則第３３条の５）並びに対象会社の事前開

示事項（同規則第３３条の７）及び事後開示事項（同規則第３３条の８）

を定める規定を設けるほか，所要の規定の整備を行うものである（同規則

第２２条，第３３条の４，第３３条の６，第３５条等）。  

(10) 全部取得条項付種類株式の取得及び株式の併合に係る規定の整備 

改正法による全部取得条項付種類株式の取得及び株式の併合に係る規律

の改正（会社法第１７１条の２，第１７３条の２，第１８２条の２，第１

８２条の６等）に関して，事前開示事項（会社法施行規則第３３条の２，

第３３条の９）及び事後開示事項（同規則第３３条の３，第３３条の１
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０）を定める規定を設けるほか，所要の規定の整備を行うものである（同

規則第８５条の２，第８５条の３等）。  

(11) 定義規定の改正 

会社法施行規則第２条について，「社外役員」（同条第３項第５号），

「社外取締役候補者」（同項第７号），「社外監査役候補者」（同項第８

号）及び「特定関係事業者」（同項第１９号）の定義の見直しその他の所

要の改正を行うものである。  

(12) ウェブ開示事項の拡大 

いわゆるウェブ開示事項を拡大するため，株主総会参考書類及び事業報

告に係るウェブ開示事項の範囲の見直し等を行うものである（会社法施行

規則第９４条，第１３３条）。  
(13) 組織再編における事前開示事項及び事後開示事項の規定の改正 

合併対価が吸収合併存続会社の社債，新株予約権又は新株予約権付社債

である場合における吸収合併消滅株式会社の事前開示事項に，吸収合併存

続会社の定款の定めを追加するなど，組織再編における事前開示事項及び

事後開示事項の規定の改正を行うものである（会社法施行規則第１８２

条，第１８４条，第１８９条，第１９０条等）。  

(14) その他の改正 

 平成２６年財務省令第２９号による税理士法施行規則（昭和２６年大蔵

省令第５５号）の改正に伴い会社法施行規則第１０３条を改正するほか，

形式的整備を含む所要の改正を行うものである（同規則第２５条，第１０

８条，第１１１条等）  
 

３ 会社計算規則関係 

(1) 出資の履行の仮装に係る義務が履行された場合に関する規定の整備等 

改正法により新たに設けられる出資の履行の仮装に係る規律（会社法第

５２条の２第１項，第１０２条の２第１項等）に関して，募集株式の引受

人等の義務の履行により株式会社に対して支払われた金銭等の額を，その

他資本剰余金の額に算入することとするなど，会社計算規則第２１条を改

正するものである。 

(2) 監査等委員会設置会社に係る規定の整備 

改正法により新たに設けられる監査等委員会設置会社制度（会社法第３

９９条の２以下）に関して，監査等委員会設置会社における計算関係書類

の監査の手続に関する規定を設けるほか，所要の規定の整備を行うもので
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ある（会社計算規則第１２５条，第１２８条の２，第１３０条等）。 

(3) ウェブ開示事項の拡大 

いわゆるウェブ開示を行うことができる計算書類に，株主資本等変動計

算書を追加するなど，会社計算規則第１３３条を改正するものである。 

(4) 企業結合会計基準等の改正に伴う規定の整備 

企業会計基準委員会による企業結合に関する会計基準その他の会計基準

等の改正に伴い，以下の整備を行うものである。  

ア 計算書類及び連結計算書類における表示に係る整備 

企業結合に関する会計基準等において，連結貸借対照表の表示科目の

名称変更がされたこと，連結損益計算書の当期純利益に非支配株主に帰

属する部分も含めることとされたこと等を踏まえ，会社計算規則の規定

を整備するものである（同規則第７６条，第９３条，第９４条，第９６

条第２項及び第８項，第１０２条並びに第１１３条）。  
イ 株主資本等変動計算書における暫定的な会計処理の確定に係る整備 

企業結合年度の翌年度に暫定的な会計処理の確定を行い，企業結合年

度の翌年度のみの表示が行われる場合には，株主資本等変動計算書にお

いて，期首残高に対する影響額を区分表示するとともに，当該影響額の

反映後の期首残高を記載することとされたことを踏まえ，会社計算規則

の株主資本等変動計算書の表示に関する規定を改正するものである（同

規則第９６条第７項）。  
(5) その他の改正 

その他，形式的整備を含む所要の改正を行うものである（会社計算規則

第２条等）。  
 

４ 電子公告規則関係 

電子公告規則第２条について，形式的な整備を行うものである。  
 

５ 一般法人法施行規則関係 

(1) 内部統制システムの整備に係る規定の改正 

いわゆる内部統制システムの整備に係る規定に関して，監査を支える体

制や監事による使用人からの情報収集に関する体制に係る規定の充実・具

体化等を図るための改正を行うものである（一般法人法施行規則第１３

条，第１４条等）。  

(2) 事業報告に係る規律の改正 
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いわゆる内部統制システムの運用状況の概要を事業報告の内容に追加す

る改正を行うものである（一般法人法施行規則第３４条）。  

(3) その他の改正 

その他，形式的整備を含む所要の改正を行うものである（一般法人法施

行規則第１２条，第１９条，第６１条，第７６条等）。  
 

第３ 施行時期及び経過措置 

 

１ 施行時期 

改正法の施行日（平成２７年５月１日を予定している。）から施行す

る。ただし，①会社計算規則の改正規定のうち，企業結合に関する会計基

準等の改正に伴い，同規則第７６条第１項，第９３条第１項，第９４条，

第９６条第２項，第７項及び第８項，第１０２条第１項並びに第１１３条

を改正する部分は，本改正省令案の公布の日に施行し，②会社法施行規則

の改正規定のうち，同規則第１０３条第２項を改正する部分は，平成２７

年４月１日に施行することを予定している。  
 

２ 経過措置 

以下の経過措置を定めることを予定している。 

(1) 会社法施行規則関係 

ア 創立総会参考書類に係る改正 

施行日前に招集の手続が開始された創立総会又は種類創立総会に係る

創立総会参考書類については，なお従前の例による。  
イ 株主総会参考書類に係る改正 

① 施行日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係

る定時株主総会より前に開催される株主総会又は種類株主総会に係

る株主総会参考書類については，改正後の会社法施行規則第７４条

第３項，第７６条第３項及び第７７条第８号（これらの規定を同規

則第９５条第３号において準用する場合を含む。）の規定にかかわ

らず，なお従前の例による。  
② 上記①の株主総会参考書類に係る改正後の会社法施行規則第７４

条の３第３項（同規則第９５条第３号において準用する場合を含

む。）の規定の適用については，同項中「他の者」とあるのは「他

の会社」と，「子会社等」とあるのは「子会社」とする。この場合
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において，同項第１号の規定は，適用しない。  
③ 上記①の株主総会参考書類の記載に係る特定関係事業者について

は，改正後の会社法施行規則第２条第３項第１９号の規定にかかわ

らず，なお従前の例による。  
④ 上記①から③までに定めるもののほか，施行日前に招集の手続が

開始された株主総会又は種類株主総会に係る株主総会参考書類につ

いては，なお従前の例による。  

ウ 事業報告及びその附属明細書に係る改正 

① 施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る株

式会社の事業報告及びその附属明細書の記載又は記録については，な

お従前の例による。ただし，施行日以後に作成される事業報告につい

ては，改正後の会社法施行規則第１２４条第２項及び第３項の規定を

適用する。  
② 施行日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る

株式会社の事業報告に係る改正後の会社法施行規則第１１８条第２号

の規定の適用については，同号中「運用状況」とあるのは，「運用状

況（会社法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第九十号）の施

行の日以後のものに限る。）」とする。  
③ 上記②の事業報告及びその附属明細書に係る改正後の会社法施行規

則第１１８条第５号及び第１２８条第３項の規定の適用については，

これらの規定中「含む」とあるのは，「含み，会社法の一部を改正す

る法律（平成二十六年法律第九十号）の施行の日以後にされたものに

限る」とする。 

(2) 会社計算規則関係 

ア 計算書類及び連結計算書類における表示に係る改正 

改正後の会社計算規則第７６条第１項，第９３条第１項，第９４条第

１項及び第３項から第５項まで，第９６条第２項及び第８項，第１０２

条第１項並びに第１１３条の規定は，平成２７年４月１日以後に開始す

る事業年度に係る計算書類及び連結計算書類について適用し，同日前に

開始する事業年度に係るものについては，なお従前の例による。  
イ 株主資本等変動計算書における暫定的な会計処理の確定に係る改正 

改正後の会社計算規則第９６条第７項の規定は，平成２８年４月１日

以後に開始する事業年度に係る計算書類及び連結計算書類について適用

し，同日前に開始する事業年度に係るものについては，なお従前の例に
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よる。ただし，平成２７年４月１日以後に開始する事業年度に係るもの

については，同項の規定を適用することができる。  

(3) 一般法人法施行規則関係 

施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る一般社

団法人又は一般財団法人の事業報告の記載又は記録については，なお従前

の例による。  
施行日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る一般

社団法人又は一般財団法人の事業報告に係る改正後の一般法人法施行規則

第３４条第２項第２号（同規則第６４条において準用する場合を含む。）

の規定の適用については，同号中「運用状況」とあるのは，「運用状況

（会社法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第九十号）の施行の日

以後のものに限る。）」とする。  
 

以上  
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